
確
定
申
告
が
必
要
な
方
 

①
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合
や
不
動
産
収

入
が
あ
る
場
合
、
土
地
や
建
物
を
売

っ
た
場
合
な
ど
で
、
平
成
17
年
中
の
所

得
金
額
の
合
計
額
か
ら
、
配
偶
者
控
除
、

扶
養
控
除
、
基
礎
控
除
な
ど
の
所
得

控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の

金
額
を
基
に
算
出
し
た
税
額
が
、
配

当
控
除
と
定
率
減
税
額
と
の
合
計
額

を
超
え
る
方
 

滷
給
与
所
得
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要

件
な
ど
に
該
当
す
る
方
 

イ
　
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え
る

方
 

ロ
　
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
っ
て

い
る
方
 

ハ
　
１
カ
所
か
ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る

方
で
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
方
 

ニ
　
同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、
そ
の
法

人
か
ら
貸
付
金
の
利
子
や
不
動
産
の

賃
貸
料
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
方
 

「
自
書
申
告
」
を
！
 

　
税
務
署
で
は
、
申
告
納
税
制
度
の
趣
旨

か
ら
、
確
定
申
告
書
・
収
支
内
訳
書
な
ど

の
提
出
書
類
を
、
ご
自
分
で
正
し
く
作
成

し
、
郵
送
等
に
よ
り
提
出
し
て
い
た
だ
く

「
自
書
申
告
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
ご

自
分
で
確
定
申
告
書
が
作
成
で
き
る
よ
う

な
相
談
・
指
導
も
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
 

　
越
谷
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
が
必
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
、
確
定
申
告
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
が
、
確
定
申
告
書
が

届
か
な
い
方
で
も
一
定
の
要
件
に
当
て
は

ま
る
場
合
に
は
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
 

申
告
を
す
れ
ば
税
金
が
戻
る
方
 

　
確
定
申
告
を
し
な
く
て
よ
い
方
で
も
次

の
よ
う
な
場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税

金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

①
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
や
原
稿
料
な
ど

の
収
入
が
少
額
で
、
し
か
も
そ
の
他

の
所
得
も
あ
ま
り
多
く
な
い
方
 

滷
給
与
所
得
者
で
、
次
の
よ
う
な
方
 

イ
　
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方
 

ロ
　
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
マ

イ
ホ
ー
ム
を
新
築
・
購
入
ま
た
は
大

規
模
な
修
繕
・
増
築
を
し
た
方
 

ハ
　
災
害
や
盗
難
な
ど
に
あ
っ
た
方
 

ニ
　
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
寄
付
金
を

支
払
っ
た
方
 

澆
平
成
17
年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後

就
職
し
な
か
っ
た
た
め
、
年
末
調
整

を
受
け
な
か
っ
た
方
　
 

消
費
税
の
申
告
が
必
要
な
方
 

　
平
成
15
年
分
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万

円
を
超
え
た
方
は
、
平
成
17
年
分
の
消
費

税
の
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
消

費
税
の
相
談
が
必
要
な
方
は
、
早
め
に
越

谷
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
 

納
税
は
期
限
内
に
 

　
平
成
17
年
分
の
確
定
申
告
に
よ
る
所
得

税
お
よ
び
消
費
税
の
納
期
限
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。
早
め
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。
 

　
所
得
税
の
納
期
限
 
３
月
15
日
貉
 

　
消
費
税
の
納
期
限
 
３
月
31
日
貊
 

　
ま
た
、
振
替
納
税
を
利
用
さ
れ
る
方
の

預
貯
金
口
座
か
ら
の
振
替
日
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。
（
振
替
期
日
の
２
、
３
日
前

に
は
預
貯
金
残
高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）
 

　
所
得
税
の
振
替
納
税
 
４
月
20
日
貅
 

　
消
費
税
の
振
替
納
税
 
４
月
27
日
貅
 

※
今
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
時
代
。
安
全
で

便
利
な
振
替
納
税
を
お
勧
め
し
ま
す
。
 

譲
渡
所
得
・
マ
イ
ホ
ー
ム
買
い
替
え
の
申

告
は
、
越
谷
税
務
署
へ
 

　
譲
渡
所
得
・
マ
イ
ホ
ー
ム
買
い
替
え
の

申
告
は
、
八
潮
メ
セ
ナ
会
場
で
は
受
け
付

け
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
還
付
申
告
は
、

越
谷
税
務
署
ま
た
は
越
谷
市
中
央
市
民
会

館
特
設
会
場
へ
 

　
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
、
マ
イ

ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
方
の
還
付
申
告
は
、

八
潮
メ
セ
ナ
会
場
で
は
受
け
付
け
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

所
得
税
の
還
付
申
告
は
早
め
に
！
　
 

　
所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
申
告
期
間
に

か
か
わ
ら
ず
、
１
月
か
ら
越
谷
税
務
署
へ

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

　
確
定
申
告
の
期
間
は
、
申
告
相
談
会
場

が
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
還
付
を
受
け

る
た
め
の
確
定
申
告
を
提
出
さ
れ
る
方
は
、

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

申
告
書
の
作
成
は
便
利
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
！
 

　
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
『
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』
（
関
東
信
越
国
税

局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で

き
ま
す
）
で
作
成
し
た
所
得
税
・
消
費
税

の
申
告
書
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
、
そ
の

ま
ま
提
出
で
き
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
を

利
用
す
れ
ば
、
申
告
書
用
紙
を
取
り
に
税

務
署
な
ど
に
出
向
か
ず
、
自
宅
で
都
合
の

よ
い
時
間
に
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
税
務
署
等
申
告
相
談

会
場
で
長
時
間
待
つ
こ
と
な
く
郵
送
で
提

出
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
 

●
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
 

　http://www.nta.go.jp 

●
関
東
信
越
国
税
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア

ド
レ
ス
 

　http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp

 

日
曜
相
談
会
 

　
２
月
19
日
・
26
日
の
日
曜
日
に
限
り
、

越
谷
税
務
署
申
告
会
場
で
、
確
定
申
告
の

相
談
お
よ
び
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。（
当

日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
）
 

税
理
士
会
無
料
税
務
相
談
会
 

　
２
月
16
日
貅
〜
23
日
貅
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
・

午
後
１
時
〜
３
時
 

　
八
潮
メ
セ
ナ
 

※
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
還
付
申
告

相
談
は
、
八
潮
メ
セ
ナ
会
場
で
は
で

き
ま
せ
ん
。
 

※
自
動
車
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。
 

※
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
は
、
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

越
谷
税
務
署
　
蕁
965
・
8
1
1
１
 

〒
343
│
8
6
0
1
 

越
谷
市
赤
山
町
5
丁
目
7
番
47
号
 

確
定
申
告
の
問
い
合
わ
せ
先
 

 
 
　従来、「公の施設」（注）の管理は、市が直接行うか、社会福祉法人などの公共
的団体が市に代わり行えることとなっていましたが、地方自治法の改正（平成15年）
により、民間事業者なども行うことができるようになりました。 
　この指定管理者制度は、公の施設の管理について、民間事業者、ＮＰＯ法人
や市民団体などの手法や創意工夫を活かすことで、多様化する市民の皆さんの
ご要望などに、より効果的、効率的に対応し、またサービスの向上につなげようと新
たに創設されたものです。 
 
 
　市では、市民サービスの向上および経費の節減などの面から検討を行い、次の公の施設について指定管理
者制度を導入することとしました。 
　指定管理者の選定に当たっては、申請者から提案のあった事業計画などについて、選定委員会で審査を重
ね、昨年12月の市議会の議決を得て、決定しました。 

南越谷駅 
新
越
谷
駅 

越
谷
駅 

東
武
伊
勢
崎
線 

七
左
町
交
差
点 

国
道
4
号
線（
草
加
バ
イ
パ
ス
） 

旧
国
道
4
号
線
 

病院 

至春日部 

至草加 

JR武蔵野線 

越谷 
市役所 

越谷税務署 
越谷市中央 
市民会館 

北 

確定申告会場案内図 

つく
ばエ
クス
プレ
ス 

確定申告（譲渡・贈与等を除く） 

蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆蟆 

所
得
税
・
消
費
税
の
申
告
は
、 

越
谷
税
務
署
ま
た
は
、 

越
谷
市
中
央
市
民
会
館
特
設
会
場
へ
！
 

公の施設（文化会館など）の管理に指定管理者制度を導入します！ 

２
月
１６
日
貅
〜
 

３
月
１５
日
貉
 

　２月１日（水）～３月15日（水） 
　（土・日・祝日を除く） 
　午前９時～正午・午後１時～３時30分 
※２月15日（水）までは、還付申告のみの
受け付けです。 
※２月19日・26日の日曜日の受け付けは、
越谷税務署のみとなります。 

越谷市中央市民会館特設会場 

　２月16日（木）～３月15日（水） 
　（土・日曜日を除く） 
午前８時30分～午後４時（午後４時ごろ
までにお越しください） 
※土・日曜日は休みですが、２月19日・26
日の日曜日に限り、受け付けます。 

越谷税務署 

確定申告（青色・白色一般・譲渡・贈与等） 

日 

指定管理者制度を導入する公の施設の一覧 
施　　設　　名 

日 

生涯学習まちづくり推進課 
蕁　465

（注）「公の施設」とは、市民
の福祉を増進する目的として
市が設置する施設で、例えば、
文化会館、野球場、テニスコ
ートなどを指し、市役所、消防
署などはこの公の施設には
該当しません。 

市民サービスの向上を図ります 

指定管理者制度とは？ 

４月１日
から 

指 定 管 理 者 と な る 者  指定期間 問い合わせ先 

高齢いきがい課 
蕁　218

児童障害課（障害福祉係） 
蕁　473

児童障害課（保育係） 
蕁　314

市民文化会館（メセナ） 
勤労福祉センター（メセナ） 
やしお生涯楽習館  

コミュニティセンター 
老人福祉センター寿楽荘  
老人福祉センターすえひろ荘 
身体障害者福祉センターやすらぎ 

高齢者福祉施設やしお苑 

心身障害者福祉作業所虹の家 
学童保育所つくしんぼ学童クラブ 
学童保育所ひまわり学童クラブ 

学童保育所どんぐり学童クラブ 

八潮市手をつなぐ親の会 
特定非営利活動法人ＴＳＵＫＵＳＨＩＮＢＯＵＺ 
特定非営利活動法人ハンデサポート 
特定非営利活動法人八潮市学童保育・ 
子どもの遊び場ネットワーク 

社会福祉法人名栗園 平成18年４月１日～ 
平成23年３月31日 
　　（５年間） 

平成18年４月１日～ 
平成21年３月31日 
　　（３年間） 

財団法人やしお生涯学習まちづくり財団 

社会福祉法人八潮市社会福祉協議会 

確定申告会場日程 
　住宅借入金等特別控除の還付申告は、越谷税
務署または、越谷市中央市民会館特設会場へ 

■日
   ■場

 

（３） No.663広報 平成18年２月10日 


